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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着者の肌と当接する表面シートと、
　前記表面シートにおける前記装着者の肌と当接する側とは反対側に配置された裏面シー
トと、
　前記表面シート及び前記裏面シート間に設けられた１枚又は複数枚の吸収体と、
　前記表面シート及び前記吸収体間、又は、前記裏面シート及び前記吸収体間、又は前記
複数枚の吸収体間に設けられた吸収シートと、
　を有し、
　前記吸収シートは、パルプ繊維と、粉砕し所定の大きさとした茶葉と、所定の粒子径を
備え吸着性能を備える無機材料とを所定量含有し、抗菌・脱臭性能を有し、
　前記吸収シートは、茶葉の配合、又は染料などにより着色されることにより当該吸収性
物品を表面シート側から視たときに表面シートを透かして視認可能とされ、前記吸収シー
トによる視認可能な着色領域は、当該吸収性物品の幅方向に２分割されて分割シート同士
間に間隔が設定され、当該吸収性物品の平面中央に設定した吸収体による白色領域の幅方
向両端部に設定されている、
　ことを特徴とする、吸収性物品。
【請求項２】
　前記茶葉として０．１８～１．０ｍｍのメッシュのスクリーンを通過したものが７０％
以上となるように粉砕したものを使用し、前記吸収シートの生産時における前記茶葉の配
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合量が、吸収シートを構成する原料の５％以上であることを特徴とする、請求項１に記載
の吸収性物品。
【請求項３】
　前記無機材料の平均粒子径は５～２０μｍであり、前記吸収シートに含まれる前記無機
材料の含有量は灰分で２～１５％であり、前記無機材料はゼオライトであることを特徴と
する、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収シートは、ガステック検知管を用いるアンモニア吸着性試験において、５リッ
トルのポリフッ化ビニル樹脂フィルム（ＰＶＦ）製試験容器に対し、アンモニアガス１０
０ｐｐｍ、空気量３リットル、吸収シート１ｇを封入し、検知管による測定を行った場合
の、１時間後のアンモニア減少率が７０％以上であることを特徴とする、請求項１ないし
３の何れか１項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記表面シート及び前記裏面シート間に前記吸収体を配置し、前記表面シート及び前記
吸収体間に着色した第１吸収シートを配置するとともに、前記裏面シート及び前記吸収体
間、又は前記複数枚の吸収体間に設けられた第２吸収シートを配置し、前記着色した第１
吸収シートは当該吸収性物品の幅方向に２分割されて分割シート同士間に間隔が設定され
ること、及び前記着色した第２吸収シートはその長さ寸法を前記吸収体の長さ寸法より大
きく設定されて長さ方向端部が前記吸収体の端部よりもはみ出していることにより、前記
第１吸収シート及び前記第２吸収シートの組み合わせによる視認可能な着色領域は、当該
吸収性物品の平面中央に設定した吸収体による白色領域の周りを囲む枠状に設定されてい
ることを特徴とする、請求項１ないし４の何れか１項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記表面シート及び前記裏面シート間に前記吸収体を配置し、前記表面シート及び前記
吸収体間に着色した第１吸収シートを配置するとともに、前記裏面シート及び前記吸収体
間、又は前記複数枚の吸収体間に設けられた第２吸収シートを配置し、前記着色した第１
吸収シートは当該吸収性物品の幅方向に２分割されて分割シート同士間に間隔が設定され
ること、及び前記着色した第２吸収シートは当該吸収性物品の長さ方向に２分割されて分
割シートがそれぞれ前記吸収体の長手方向端部よりもはみ出した位置に配置されているこ
とにより、前記第１吸収シート及び前記第２吸収シートの組み合わせによる視認可能な着
色領域は、当該吸収性物品の平面中央に設定した吸収体による白色領域の周りを囲む枠状
に設定されていることを特徴とする、請求項１ないし４の何れか１項に記載の吸収性物品
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつ、又は生理用ナプキン等として用いられる吸収性物品に関し
、更に詳しくは、茶葉配合の薄葉紙を用いた吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から図８に示すように、肌側に設けられる液透過性の表面シート５２及び着衣側に
設けられる液不透過性の裏面シート５３を有し、両シート５２，５３間に液保持性を備え
る吸収層５４や疎水性を備える剛性シート５５等を介装するとともに表面シート５２上に
サイドシートよりなる立体ギャザー５６を設けた吸収性物品５１が知られている（特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２５５６８２号公報
【０００４】
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　上記従来技術は、吸収層５４が備える液保持性や立体ギャザー５６が備えるシール性等
によって優れた漏れ防止機能を発揮するが、とくに抗菌機能や脱臭機能が設定されている
わけではないために、排尿後、雑菌が繁殖してスキントラブルが発生したり、強いアンモ
ニア臭が発生したりする問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は以上の点に鑑みて、排尿後、雑菌が繁殖するのを抑制し、もってスキントラブ
ルが発生するのを抑制することができ、また強いアンモニア臭が発生するのを抑制するこ
とができる吸収性物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の請求項１による吸収性物品は、装着者の肌と当接す
る表面シートと、前記表面シートにおける前記装着者の肌と当接する側とは反対側に配置
された裏面シートと、前記表面シート及び前記裏面シート間に設けられた１枚又は複数枚
の吸収体と、前記表面シート及び前記吸収体間、又は、前記裏面シート及び前記吸収体間
、又は前記複数枚の吸収体間に設けられた吸収シートとを有し、前記吸収シートは、パル
プ繊維と、粉砕し所定の大きさとした茶葉と、所定の粒子径を備え吸着性能を備える無機
材料とを所定量含有し、抗菌・脱臭性能を有し、前記吸収シートは、茶葉の配合、又は染
料などにより着色されることにより当該吸収性物品を表面シート側から視たときに表面シ
ートを透かして視認可能とされ、前記吸収シートによる視認可能な着色領域は、当該吸収
性物品の幅方向に２分割されて分割シート同士間に間隔が設定され、当該吸収性物品の平
面中央に設定した吸収体による白色領域の幅方向両端部に設定されている。
【０００７】
　また、本発明の請求項２による吸収性物品は、上記した請求項１に記載の吸収性物品に
おいて、前記茶葉として０．１８～１．０ｍｍのメッシュのスクリーンを通過したものが
７０％以上となるように粉砕したものを使用し、前記吸収シートの生産時における前記茶
葉の配合量が、吸収シートを構成する原料の５％以上であることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の請求項３による吸収性物品は、上記した請求項１又は２に記載の吸収性
物品において、前記無機材料の平均粒子径は５～２０μｍであり、前記吸収シートに含ま
れる前記無機材料の含有量は灰分で２～１５％であり、前記無機材料はゼオライトである
ことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項４による吸収性物品は、上記した請求項１ないし３の何れか１項
に記載の吸収性物品において、前記吸収シートは、ガステック検知管を用いるアンモニア
吸着性試験において、５リットルのポリフッ化ビニル樹脂フィルム（ＰＶＦ）製試験容器
に対し、アンモニアガス１００ｐｐｍ、空気量３リットル、吸収シート１ｇを封入し、検
知管による測定を行った場合の、１時間後のアンモニア減少率が７０％以上であることを
特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項５による吸収性物品は、上記した請求項１ないし４の何れか１項
に記載の吸収性物品において、前記表面シート及び前記裏面シート間に前記吸収体を配置
し、前記表面シート及び前記吸収体間に着色した第１吸収シートを配置するとともに、前
記裏面シート及び前記吸収体間、又は前記複数枚の吸収体間に設けられた第２吸収シート
を配置し、前記着色した第１吸収シートは当該吸収性物品の幅方向に２分割されて分割シ
ート同士間に間隔が設定されること、及び前記着色した第２吸収シートはその長さ寸法を
前記吸収体の長さ寸法より大きく設定されて長さ方向端部が前記吸収体の端部よりもはみ
出していることにより、前記第１吸収シート及び前記第２吸収シートの組み合わせによる
視認可能な着色領域は、当該吸収性物品の平面中央に設定した吸収体による白色領域の周
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りを囲む枠状に設定されていることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の請求項６による吸収性物品は、上記した請求項１ないし４の何れか１項
に記載の吸収性物品において、前記表面シート及び前記裏面シート間に前記吸収体を配置
し、前記表面シート及び前記吸収体間に着色した第１吸収シートを配置するとともに、前
記裏面シート及び前記吸収体間、又は前記複数枚の吸収体間に設けられた第２吸収シート
を配置し、前記着色した第１吸収シートは当該吸収性物品の幅方向に２分割されて分割シ
ート同士間に間隔が設定されること、及び前記着色した第２吸収シートは当該吸収性物品
の長さ方向に２分割されて分割シートがそれぞれ前記吸収体の長手方向端部よりもはみ出
した位置に配置されていることにより、前記第１吸収シート及び前記第２吸収シートの組
み合わせによる視認可能な着色領域は、当該吸収性物品の平面中央に設定した吸収体によ
る白色領域の周りを囲む枠状に設定されていることを特徴とする。
【００１４】
　上記構成を備える本発明は、茶葉が抗菌性及び脱臭性を備えることに着目し、この茶葉
を粉砕し所定の大きさとしたうえで吸収シートにパルプ繊維及び無機材料とともに含有さ
せることにしたものである。茶葉としては、０．１８～１．０ｍｍのメッシュのスクリー
ンを通過したものが全量中７０％以上となるように粉砕したものを使用し、このような茶
葉を、前記吸収シートの生産時における前記茶葉の配合量が、吸収シートを構成する原料
の５％以上とした。無機材料としては、平均粒子径５～２０μｍのものを使用し、このよ
うな無機材料を含有量灰分２～１５％の割合で吸収シートに含有させる。無機材料はゼオ
ライト、とくに合成ゼオライトであることが望ましい。また、吸収シートの全体としては
、ガステック検知管を用いるアンモニア吸着性試験において、５リットルのポリフッ化ビ
ニル樹脂フィルム（ＰＶＦ）製試験容器に対し、アンモニアガス１００ｐｐｍ、空気量３
リットル、吸収シート１ｇを封入し、検知管による測定を行った場合の、１時間後のアン
モニア減少率が７０％以上であることが望ましい。
【００１５】
　茶葉並びにパルプ繊維及び無機材料を含有する吸収シートはこれを、表面シート及び吸
収体間に介装し、又は表面シート及び吸収体間と裏面シート及び吸収体間、もしくは表面
シート及び吸収体間と吸収体が複数設けられる場合には吸収体間に介装する。
【００１６】
　吸収シートは、茶葉の配合、又は染料などにより着色される。これを利用して吸収性物
品に以下の構造を設定する。
【００１７】
　すなわち、吸収シートが茶葉の配合、または染料などにより着色されることにより、こ
の着色した吸収シートを当該吸収性物品を表面シート側から視たときに表面シートを透か
して視認可能とし、更に具体的には、表面シート及び裏面シート間に１層、又は複数層の
吸収体を配置し、表面シート及び吸収体間に前記吸収シートを配置するとともに、裏面シ
ート及び吸収体間、もしくは複数層の吸収体間に前記吸収シートを配置し、表面側に配置
した吸収シートを当該吸収性物品の幅方向に２分割して分割シート同士間に間隔を設定す
ること、及び裏面側、又は複数層の吸収体間に配置した吸収シートの長さ寸法を吸収シー
ト上側の吸収体の長さ寸法より大きく設定して裏面側の吸収シートの長さ方向端部を吸収
体の端部よりもはみ出させることにより、表面側の吸収シート及び裏面側、又は吸収体間
の吸収シートの組み合わせによる視認可能な領域を、当該吸収性物品の平面中央に設定し
た吸収体による白色領域の周りを囲む枠状に設定する。しかして、このようにすれば吸収
性物品を表面シート側より視た場合、表面シートを透かして、吸収シートによる着色領域
が窓枠状に視認され、更にその平面中央に、吸収体による、着色されていない、白色の領
域が視認されるため、排尿後、白色領域に浸み込んだ（吸収された）尿の色を視ることに
より、物品使用者の健康状態などを確認することが可能とされる。
【００１８】
　また、この場合は、表面シートのすぐ裏面側に茶葉を配合した吸収シートが配置される
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ことにより、物品使用者の肌のすぐ近くに茶葉を配合した吸収シートが配置されるため、
茶葉が発揮する抗菌性及び脱臭性を一層有効に発揮させることが可能とされる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、以下の効果を奏する。
【００２１】
　すなわち本発明においては以上説明したように、抗菌性及び脱臭性を備える茶葉を粉砕
し所定の大きさとしたうえでこれを吸収シートにパルプ繊維及び無機材料とともに含有さ
せるようにしたため、吸収性物品の抗菌性及び脱臭性を向上させることができる。したが
って本発明所期の目的どおり、排尿後、雑菌が繁殖するのを抑制し、もってスキントラブ
ルが発生するのを抑制することができ、また強いアンモニア臭が発生するのを抑制するこ
とができる吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】（Ａ）（Ｂ）及び（Ｃ）とも第１実施例に係る吸収性物品の構造説明図
【図２】同吸収性物品に係る比較試験の結果を示す表図
【図３】同吸収性物品に係る比較試験の結果を示す表図
【図４】第２実施例に係る吸収性物品の構造説明図
【図５】第２実施例に係る概略的な平面図
【図６】第２実施例に係る吸収性物品の構造説明図
【図７】第３実施例に係る吸収性物品の構造説明図
【図８】従来例に係る吸収性物品の構造説明図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　実施例を図面にしたがって説明する。
【００２４】
第１実施例・・・
　図１（Ａ）に示すように、当該実施例に係る吸収性物品１は、装着時に装着者の肌（図
示せず）と当接する側（図では上側、以下、内側又は上層側とも称する）に配置される液
透過性の表面シート（トップシート）１１と、表面シート１１における装着者の肌と当接
する側とは反対側（図では下側、以下、外側又は下層側とも称する）に配置される液不透
過性の裏面シート（バックシート）１２とを有し、この表面シート１１及び裏面シート１
２間に排泄物を吸収可能な吸収体１３が介装され、表面シート１１及び吸収体１３間に排
泄物中の水分を吸収可能な吸収シート（トップ下シート）１４が介装され、すなわち吸収
性物品１の内側から外側へかけて、表面シート１１、吸水シート１４、吸収体１３及び裏
面シート１２がこの順に積層され、また、表面シート１１における装着者の肌と当接する
側の面に排泄物のいわゆる横漏れを抑制するための幅方向一対の立体ギャザー１５が取り
付けられている。各シート１１，１２，１４，１５及び吸収体１３は、図１（Ａ）に示し
た状態で重ねられ積層され、互いに対向し接触する部分で接合される。接合は例えばホッ
トメルト系の接着剤による。
【００２５】
　表面シート１１は、液透過性のシートよりなり、シートは例えば不織布よりなる。この
ような不織布を構成する繊維としては、セルロース、レーヨン又はコットンなどの親水性
繊維のほか、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル又はポリアミドなどの疎水性
繊維の表面を界面活性剤で親水処理したものが使用される。
【００２６】
　裏面シート１２は、液不透過性のシートよりなり、シートは例えばポリエチレンなどの
薄い樹脂フィルムよりなる。裏面シート１２は、漏れ防止のため液不透過性であるものの
、装着時にムレが生じないように或る程度の通気性を備えることが望ましい。
【００２７】
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　吸収体１３は、その名のとおり液吸収性の素材よりなり、素材は例えば、パルプよりな
るもの、パルプを主材として高分子吸収ポリマーを併用したものよりなる。パルプはクッ
ション性に優れる材料である。
【００２８】
　吸収シート１４は、パルプ繊維と、粉砕し所定の大きさとした茶葉と、所定の粒子径を
備え吸着（吸水）性能を備える無機材料とを所定量含有し、抗菌・脱臭性能を有するもの
とされている。
【００２９】
　茶葉は、０．１８～１．０ｍｍのメッシュのスクリーンを通過したものが７０％（重量
％）以上となるように粉砕したものが使用され、吸収シート１４の生産時における茶葉の
配合量が、吸収シートを構成する原料の５％以上の割合とされている。茶葉はカテキンを
含有し、カテキンによって吸収シート１４の紙面ｐＨが変化し、これは尿アンモニアの吸
着による吸収性物品１内の環境の弱酸性化につながるものである。
【００３０】
　無機材料は、その平均粒子径を５～２０μｍとされ、吸収シート１４に含まれる無機材
料の含有量が灰分で２～１５％（重量％）とされている。また、この無機材料としては、
ゼオライトが使用されている。
【００３１】
　また、吸収シート１４は、ガステック検知管を用いるアンモニア吸着性試験において、
５リットルのポリフッ化ビニル樹脂フィルム（ＰＶＦ）製試験容器に対し、アンモニアガ
ス１００ｐｐｍ、空気量３リットル、吸収シート１ｇを封入し、検知管による測定を行っ
た場合の、１時間後のアンモニア減少率が７０％以上とされている。
【００３２】
　また、吸収シート１４の詳細としては、天然パルプとして針葉樹パルプ及び広葉樹パル
プを主成分とすること、天然パルプの抄紙時におけるＪＩＳ－Ｐ－８１２１で規定される
フリーネステスターの測定値が５００～７００ｃｃであること、抄紙時に添加する原料と
して茶葉が１０～２０％（重量％）配合され、無機材料が５～１５％（重量％）配合され
ていること、抄紙後の吸収シートの米坪が８～３０ｇ／ｍ2の範囲とされること、抄紙後
の吸収シートの灰分が２～１５％（重量％）の範囲とされ、ガーレー透気度（ＪＩＳ  Ｐ
  ８１１７）が４．０秒以下とされている。
【００３３】
　上記液透過性の表面シート１１、吸収シート１４、吸収体１３、及び液不透過性の裏面
シート１２よりなる吸収性物品について、表面シート１１及び吸収体１３間に茶葉を配合
した吸収シート１４を配置する際、この吸収シート１４の消臭機能として以下の条件で比
較試験を行った。
【００３４】
＜試験方法＞
　５リットルのテドラーバックを用い、試料を１ｇ入れ、次いで空気３リットル、アンモ
ニアガスを１００ｐｐｍ入れ、バック内のアンモニアガス濃度を経時的に測定する。
＜試料＞
ａ．パルプ１００％紙
ｂ．茶葉１０％・パルプ９０％配合紙
ｃ．茶葉１０％・合成ゼオライト５％・パルプ８５％配合紙
ｄ．茶葉１０％・合成ゼオライト１０％・パルプ８０％配合紙
ｅ．茶葉２０％・パルプ８０％配合紙
＜試験結果＞
　試験結果は、図２の表図に示すとおりとなり、茶葉を含有することによる消臭効果を確
認することができ、特に、ｃ及びｄの茶葉と合成ゼオライトを合わせて配合した吸収シー
ト１４が、アンモニア濃度の低下が顕著に見られ、消臭効果が高いことを確認した。
【００３５】
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　また、上記液透過性の表面シート１１、吸収シート１４、吸収体１３、及び液不透過性
の裏面シート１２よりなる吸収性物品について、表面シート１１及び吸収体１３間に茶葉
を配合した吸収シート１４を配置する際、この吸収シート１４のアンモニア吸着性能によ
るｐＨの変化を確認するため、以下の条件で比較試験を行った。
【００３６】
＜試験方法＞
（１）各試料の冷水抽出ＰＨをＪＩＳＰ８１１３（紙及び板紙のＰＨ試験方法）にもとづ
いて測定する。
（２）３００ｍｌ容ビーカーにアンモニア溶液（ｐＨ９）を１００ｍｌ入れ、次いで、試
料を絶乾で２ｇ入れ、３０分間吸着させる。
（３）吸着後のアンモニア溶液のＰＨを測定する。
＜試料＞
ａ．パルプ１００％紙
ｂ．茶葉１０％配合紙
＜試験結果＞
　試験結果は、図３の表図に示すとおりとなり、茶葉を配合した吸収シート１４は、ｐＨ
９のアンモニア水に試料投入後（吸着後）のｐＨ低下がパルプ１００％紙に比べ顕著に見
られ、同吸収シートがｐＨ調整機能が高いことを確認した。
【００３７】
　上記構成の吸収性物品１においては、表面シート１１及び吸収体１３間に吸収シート１
４が介装され、この吸収シート１４に粉砕し所定の大きさとした茶葉がパルプ繊維及び無
機材料とともに含有され、茶葉が抗菌・脱臭性能を有しているために、吸収性物品１がそ
の内部において抗菌性及び脱臭性を備えている。したがって排尿後、吸収性物品１内にて
雑菌が繁殖するのを抑制し、もってスキントラブルが発生するのを抑制することができ、
また、吸収性物品１内から強いアンモニア臭が発生するのを抑制することができる。
【００３８】
　尚、吸収シート１４は、図１（Ｂ）に示すように、裏面シート１２及び吸収体１３間に
介装しても良く、表面シート１１及び吸収体１３間並びに裏面シート１２及び吸収体１３
間の双方に介装しても良く、更に図１（Ｃ）に示すように、吸収体１３が複数設けられる
場合には複数の吸収体１３間に介装するようにしても良い。
【００３９】
第２実施例・・・
　当該第２実施例において、吸収シート１４，１７は２枚使いとされることによりその抗
菌性及び脱臭性が一層発揮されるとともに、吸収シート１４，１７は茶葉の配合、又は染
料などにより着色されることにより吸収性物品１を表面シート１１側から視たときに表面
シート１１を透かして視認可能とされ、この吸収シート１４，１７による視認可能な着色
領域Ｂは、吸収性物品１の平面中央に設定した吸収体１３による白色領域Ｃの周りを囲む
平面長方形の枠状に設定されている。以下、その構造の詳細について説明する。
【００４０】
　図４ないし図５に示すように、当該第２実施例に係る吸収性物品１は、装着時に装着者
の肌（図示せず）と当接する側（図４では上側、以下、内側又は表面側とも称する）に配
置される液透過性の表面シート１１と、表面シート１１における装着者の肌と当接する側
とは反対側（図４では下側、以下、外側又は裏面側とも称する）に配置される液不透過性
の裏面シート１２とを有し、この表面シート１１及び裏面シート１２間に排泄物を吸収可
能な吸収体（第１吸収体）１３が介装され、表面シート１１及び第１吸収体１３間に排泄
物中の水分を吸収可能な吸収シート（第１吸収シート）１４が介装され、第１吸収体１３
及び裏面シート１２間に排泄物中の水分を吸収可能な吸収シート（第２吸収シート）１７
が介装され、第２吸収シート１７及び裏面シート１２間に排泄物を吸収可能な吸収体（第
２吸収体）１８が介装され、すなわち吸収性物品１の表面側から裏面側へかけて、表面シ
ート１１、第１吸収シート１４、第１吸収体１３、第２吸収シート１７、第２吸収体１８
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及び裏面シート１２がこの順に積層され、また、表面シート１１における装着者の肌と当
接する側の面に排泄物のいわゆる横漏れを抑制するための幅方向一対の立体ギャザー１５
が取り付けられている。各シート１１，１２，１４，１５，１７及び吸収体１３，１８は
、図４に示した状態で重ねられ積層され、互いに対向し接触する部分で接合される。接合
は例えばホットメルト系の接着剤による。
【００４１】
　吸収シート１４は、パルプ繊維と、粉砕し所定の大きさとした茶葉と、所定の粒子径を
備え吸着（吸水）性能を備える無機材料とを所定量含有し、抗菌・脱臭性能を有するもの
とされている。
【００４２】
　表面シート１１、裏面シート１２、吸収体１３及び吸収シート１４の詳細などについて
は上記第１実施例と同様とされている。
【００４３】
　また図６の斜視図に示すように、第１吸収シート１４は、その全体として所定の長さＬ

１及び幅Ｗ１を備える帯状・長方形状の平面形状とされているが、とくに当該吸収性物品
１の幅方向に２分割されて、所定の長さＬ１及び幅Ｗ４を備える帯状・長方形状の２枚の
分割シート１４Ａ，１４Ｂとされ、この２枚の分割シート１４Ａ，１４Ｂが互いに平行に
配置され、この２枚の分割シート１４Ａ，１４Ｂ同士の間に所定の幅Ｗ５を備える帯状・
長方形状の間隔（間隔領域）１４Ｃが設定されている。したがって幅は、Ｗ１＝Ｗ４×２
＋Ｗ５の関係とされている。
【００４４】
　また、この第１吸収シート１４は両分割シート１４Ａ，１４Ｂとも、全体に上記茶葉を
配合され、または全体が染料などによって緑色（薄緑色ないし緑茶色）に着色され、これ
に対し表面シート１１は白色であってかつ薄いので、吸収性物品１をその表面シート１１
側（図４における矢印Ａ方向）から視たときに表面シート１１を透かして、緑色の第１吸
収シート１４を視認することが可能とされている。図５では、この透かして視える緑色の
第１吸収シート１４を多数の点々にて描いている（立体ギャザー１５と平面上重なる部分
については透かして視えないことがあるため、点々を付していない）。
【００４５】
　第１吸収体１３は、白色で、１枚ものとされ、所定の長さＬ３及び幅Ｗ３を備える帯状
・長方形状のシートとされている。また、この第１吸収体１３はその長さＬ３及び幅Ｗ３

に対して第１吸収シート１４全体の長さＬ１及び幅Ｗ１と略等しい、又は、より小さく形
成されており、幅Ｗ３は間隔領域１４Ｃの幅Ｗ５より大きく形成されている（Ｌ３＝Ｌ１

又はＬ３＜Ｌ１，Ｗ５＜Ｗ３，Ｗ３＝Ｗ１またはＷ３＜Ｗ１）。
【００４６】
　第２吸収シート１７は、その全体として所定の長さＬ６及び幅Ｗ６を備える帯状・長方
形状の平面形状とされ、その大きさは長さＬ６及び幅Ｗ６に対し、第１吸収体１３全体の
長さＬ３よりも長く、幅Ｗ３と略等しい、又はより大きく形成されている。（Ｌ６＞Ｌ３

，Ｗ６＝Ｗ３又はＷ６＞Ｗ３）。第２吸収シート１７は２分割されておらず１枚ものとさ
れている。また、この第２吸収シート１７はこれも全体が上記茶葉の配合、又は染料など
により緑色（薄緑色ないし緑茶色）に着色されており、これに対し上記したように表面シ
ート１１は白色であってかつ薄いので、吸収性物品１をその表面シート１１側（図４にお
ける矢印Ａ方向）から視たときに表面シート１１を透かして、第１吸収シート１４と重な
っておらず、かつ第１側吸収体１３と重なっていない部分において、この緑色の第２吸収
シート１７を視認することが可能とされている。図５では、この透かして視える緑色の表
面側吸収シート１４を多数の点々にて描いている。
【００４７】
　尚、第２吸収シート１７が第１吸収シート１４と重なっている部分は、表面シート１１
及び第２吸収シート１７間に第１吸収シート１４が介在しているため、表面シート１１を
透かして第２吸収シート１７を視認することができない。同様に第２吸収シート１７が表
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面側吸収体１３と重なっている部分は、表面シート１１及び第２吸収シート１７間に表面
側吸収体１３が介在しているため、表面シート１１を透かして第２吸収シート１７を視認
することができない。また同様に第２吸収シート１７が第１吸収シート１４及び第１吸収
体１３の双方に対し重なっている部分は、表面シート１１及び第２吸収シート１７間に第
１吸収シート１４及び第１吸収体１３が介在しているため、表面シート１１を透かして第
２吸収シート１７を視認することができない。したがって表面シート１１を透かして第２
吸収シート１７を視認することができるのは、第２吸収シート１７の長さＬ６が第１吸収
体１３の長さＬ３より大きく形成されることにより第２吸収シート１７の長さ方向端部が
第１吸収体１３の長さ方向端部よりはみ出した領域（はみ出し領域）のみであって、具体
的には、第２吸収シート１７の一方の端部における所定の長さＬ７及び幅Ｗ５を備えるは
み出し領域１７ａと、第２吸収シート１７の他方の端部における所定の長さＬ８及び幅Ｗ

５を備えるはみ出し領域１７ｂの２箇所とされている。
【００４８】
　また、上記したところにより、第１吸収シート１４及び第２吸収シート１７の組み合わ
せによる視認可能な着色領域Ｂは、当該吸収性物品１の平面中央に設定した表面側吸収体
１３による白色領域Ｃの周りを囲む平面長方形の枠状に設定されている。
【００４９】
　上記構成の吸収性物品１においては、表面シート１１及び裏面シート１２間に第１吸収
シート１４及び第２吸収シート１７が第１吸収体１３及び第２吸収体１８とともに介装さ
れ、これらの第１吸収シート１４及び第２吸収シート１７に粉砕し所定の大きさとした茶
葉がパルプ繊維及び無機材料とともに含有され、茶葉が抗菌・脱臭性能を有しているため
に、吸収性物品１がその内部において吸収シート１４，１７二枚分の抗菌性及び脱臭性を
備えている。したがって排尿後、吸収性物品１内にて雑菌が繁殖するのを抑制し、もって
スキントラブルが発生するのを抑制することができ、また、吸収性物品１内から強いアン
モニア臭が発生するのを抑制することができる。
【００５０】
　また、第１吸収シート１４及び第２吸収シート１７が茶葉の配合、又は着色されること
とともに、この着色された第１吸収シート１４及び第２吸収シート１７が表面シート１１
を透かして視認可能とされ、着色された第１吸収シート１４が吸収性物品１の幅方向に２
分割されて分割シート１４Ａ，１４Ｂ同士間に間隔領域１４Ｃが設定され、着色された第
２吸収シート１７がその長さＬ６を第１吸収体１３の長さＬ３より大きく設定されて第２
吸収シート１７の長さ方向端部が第１吸収体１３の長さ方向端部よりもはみ出し、長さ方
向両端部にそれぞれはみ出し領域１７ａ，１７ｂが設定されているため、吸収性物品１を
その表面シート１１側（図４における矢印Ａ方向）から視ると、表面シート１１を透かし
て、着色された第１吸収シート１４及び第２吸収シート１７の組み合わせによる着色領域
Ｂが平面長方形の窓枠状に視認され、更にその平面中央に、第１吸収体１３による着色さ
れていない平面長方形の白色領域Ｃが視認される。したがって排尿後、この白色領域Ｃに
浸み込んだ（吸収された）尿の色を視ることにより、使用者の健康状態などを確認するこ
とができる。
【００５１】
第３実施例・・・
　尚、上記第２実施例において、第２吸収シート１７は２分割されておらず１枚ものとさ
れているが、これを分割タイプとすることも考えられる。すなわち第３実施例として示す
図７では、第２吸収シート１７が当該吸収性物品の長さ方向に２分割され、分割シート１
７Ａ，１７Ｂがそれぞれ第１吸収体１３の長手方向端部よりも当該吸収性物品の長さ方向
にはみ出した位置に配置され、これにより第１吸収シート１４及び第２吸収シート１７の
組み合わせによる視認可能な着色領域Ｂが、当該吸収性物品の平面中央に設定した第１吸
収体１３による白色領域Ｃの周りを囲む平面長方形の枠状に設定されている。第３実施例
のその他の構成は第２実施例と同じであるため、同一の符号を付して説明を省略する。
【００５２】
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　以下のような追加説明が可能である。
（１）トップシートは一般的な親水性不織布で、その下に、茶葉を配合した8～30ｇ／ｍ2

の吸収シートを配置することにより、吸収シートが尿に触れる迄の時間が短くなり、早く
消臭効果が得られる。吸収シートは不織布と比べ吸収速度が速い。トップシートはエアー
スルーやスパンボンド等を使えるが、スパンボンドの方がウェットバックに関する効果が
高く、より吸収シートとの相性がいい。吸収シートは坪量が厚いと効果が更に高くなる。
（２）紙の中に茶葉＋ゼオライトの組み合わせで配合する。茶殻ではなく茶葉を使うこと
で、含有するカテキンの量を増やすことができる。ゼオライトを使うことで、より消臭効
果が高められる。茶殻は（濡れた状態であることが多く、）保管しにくい（腐る、発酵す
る）が、茶葉は一般的に乾燥状態であり、使用・保管が容易である。
（３）合成ゼオライトを使用する。合成ゼオライトは通常の天然ゼオライトと比べ、化学
吸着性能が高く、おむつの使用時、廃棄時等に熱による臭気の再放出が少ない。
（４）茶葉を配合した吸収シートの抄紙条件について、茶葉を粉砕し、茶葉粉体の粒子径
を規定することで、抄紙性を改善する。抄紙時のフリーネス（叩解度）、パルプ配合を規
定する。ゼオライトの大きさ（粒子径）と灰分設定（紙中配合量）を規定することで、よ
り抄紙性と消臭効果が高まる。ゼオライトを使うことで、抄紙中の茶葉由来のカテキンも
吸着し、カテキンの流出を防ぐことができる。
（５）合成ゼオライトの種類を変える。合成ゼオライトによって消臭対象物を変更するこ
とができ、アンモニア（アルカリ吸着）以外にも硫化物（便の臭い：酸化物）等に対して
も消臭機能を付与できる。
（６）茶葉配合の吸収シートの透気度を規定することにより、一般的なティシューより数
値が低く通気性が高いため、おむつ自体の通気性が高まり、液体の吸収速度が速い。
（７）茶殻を用いる吸収シートに対し、茶殻の代わりにカテキンの含有量が多い茶葉を利
用し、かつ吸収シートの抄紙時にカテキン成分の紙中での歩留りを高め、より消臭機能を
高めるために紛体状の合成ゼオライトを配合することで、より消臭効果が高い吸収シート
として、大人用おむつ等に使用する。
【符号の説明】
【００５３】
　１　吸収性物品
　１１　表面シート
　１２　裏面シート
　１３，１８　吸収体
　１４，１７　吸収シート
　１４Ａ，１４Ｂ　分割シート
　１４Ｃ　間隔領域
　１７ａ，１７ｂ　はみ出し領域
　１５　立体ギャザー
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